
開催セミナーのご案内 

 ●労務セミナー● ～働き方改革に関する法改正への対応～ 

平成 30 年 6 月 28 日(木) 講師：社会保険労務士 大谷 実 

会場：パートナーズ PLAZA 内  時間 15：30～17：00  受講料：無料  定員：20 名  

お問い合わせ：0258-36-2685  

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685   担当 和田守・藤田 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜税 務＞ 

 

 

 

 

 

 

申請者 

 

 

登記未了土地 平成３０年４月１日～ 
平成３３年３月３１日 

 

ワンポイント 通信 
第３９０号 ２０１８年６月１５日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 

 

２次相続 

 

１次相続 

 免除！ 

未登記 
 

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2018.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a_houmu.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html
ノート注釈
相続により土地を取得した個人が所有権の移転登記を受けずに死亡した場合、その相続人等が死亡した個人を登記名義人とするために受ける移転登記に対する登録免許税（土地の価格×０．４％）が免税となります。

ノート注釈
適用時期は、平成３０年４月１日から平成３３年（２０２１年）３月３１日申請分までです。

ノート注釈
２次相続時の、申請人を登記名義人とするための所有権移転登記は対象とはなりません。

ノート注釈
適用の対象は土地のみです。建物は対象外です。




